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令和元年度私立学校振興費（特色ある幼児教育等振興費）補助金に係る事業計画調書の 

提出について（通知） 

 このことについて、今年度における標記補助金の算定のため、貴法人が設置する学校に係る事業計

画がある場合は、下記により調書等を作成の上、提出願います。 

 

記 

１ 補助対象区分 

  別紙「私立学校振興費（特色ある幼児教育等振興費）補助金 補助対象区分」のとおり。 

２ 提出書類（※幼稚園等ごとに作成すること。なお、事業計画が無い調書については提出不要。ま

た、(6)及び(7)にあっては、令和元年５月 23日付け学第 38号「令和元年度教育支援体制整備事業

費交付金に係る事業の募集について」で事業募集のあったものに限る。） 

(1) 事業計画調書の提出について（別紙様式１） 

 (2) 財務状況の改善事業計画調書（別紙１） 

   ※ 事業実施計画が確認できる資料（理事会・評議員会の決議録、契約書等の写し）を添付のこ

と。 

(3) 幼稚園教諭に係る一種免許状保有の促進事業計画調書（別紙２） 

   ※ 講習、講座等の開催要項等、参考となる資料（必要最小限）を添付のこと。 

(4) 特色ある幼児教育振興事業計画調書（別紙３ア） 

(5) 特色ある幼児教育振興事業経費積算資料（別紙３イ） 

  ※ 経費積算の根拠資料（見積書、契約書等の写し）を添付のこと。また、添付にあたっては、

別添「（参考様式）根拠資料表紙」を活用し、取組区分ごとに、資料番号順に整理すること。 

     なお、事業計画調書提出時に既に実施済みのものについては「領収書の写し」も添付のこと。 

 (6) 認定こども園等への円滑な移行のための準備支援事業計画調書（別紙５） 

   ※ 経費積算の根拠資料（見積書、契約書等の写し）を添付のこと。 

 (7) 園務改善のための ICT化支援事業計画調書（別紙６） 

※ 経費積算の根拠資料（見積書、契約書等の写し）を添付のこと。 

３ 提出期限 

令和元年 11月 27日（水）【必着】 ※ 期限は厳守いただきますお願いします。 

 



４ 留意事項 

(1) 事業計画調書の作成（全般）について 

    年度途中で計画を変更することのないよう、実施可能な計画であること。 

 (2) 特色ある幼児教育振興事業について 

   ① 別添「様式記載例」及び「取組事例」を参考に調書を作成すること。 

   ② 調書には、事業名、事業の目的・目標、事業内容等を具体的に記載すること。 

     なお、記載された内容から、本事業の目的である「幼児教育の質の向上を図る特色ある取組」

と判断されない事業については、補助対象から除く場合もあり得ること。 

   ③ 前年度まで補助対象として認めていた事業であっても、内容を検討した結果、補助対象外と

する場合があること。  

④ 前年度と比較して大幅な増減がある場合は、その理由を備考欄に明記すること。 

⑤ 事業に要する経費の算定は、確実な根拠に基づくものとし、根拠のない見込額又は概算的経

費は対象外とすること。 

  なお、算定の根拠資料として、既に実施済のものにあっては「領収書」及び「契約書」の写

しを、また、未実施のものについては、「見積書」、「請求書」又は「契約書」などの写しを提

出すること。 

   ⑥ 報償費（講師への謝礼等）を支出する場合は、法人の経理規程、契約書、見積書などに基づ

き支出を行うこと。また、証ひょう書類を必ず提出すること。 

⑦ 飲食に係る費用については、活動に密接に関わるもののみ補助対象とするもの。単なるおや

つ代と判断されるようなものについては、補助対象から除外する場合があること。 

⑧ 設備の整備に要する経費は補助対象外であることから、法人の経理規程において資産として

計上されるもの（備品）が含まれていないか確認すること。 

⑨ 当該事業の対象は、「小学校就学の始期に達するまでの者であって、満３歳以上の者」とし

ていることから、幼保連携型認定こども園などにおけるそれ以外の子ども（３号認定こども）

等を対象に含んでいる事業の場合には、合理的な方法により按分した上で、補助対象幼児に係

る分のみの経費を「事業に要する経費」として計上するとともに、按分の考え方を付記するこ

と。 

   ⑩ 当該事業を実施するに当たり、保育料等以外に別途保護者等から当該事業の経費として費用

を徴収している場合等には、当該事業に要する経費から除くこと。また、本来、保護者が負担

すべきものと判断される経費については、内容を検討した上で、補助対象から除外する場合が

あること。 

⑪ 国又は地方公共団体の補助制度による補助、財団法人等による他の助成制度の助成、左記の

団体等から委託を受けている事業（当補助金以外に他から財源が充当される事業）は補助対象

外となること。 

⑫ 補助対象となる経費は、当該年度中に実施する事業であって、令和２年３月 31 日までに支

出が完了するもののみであり、できるだけ３月中旬までに支出を完了すること。（※事業計画

調書提出時点において、年度内に事業が完了するかどうか十分に精査すること。） 

⑬ 提出された事業計画調書の内容により当該年度の補助金交付内示額を算定・決定するため、

その後の事業費の増額は認められないものであること。 

また、仮に、事業実績見込額が計画額を下回ることが明らかとなった場合には、その旨、当

課まで必ず連絡すること。その連絡が無いまま、交付する補助金額の調整がつかなかった場合、

結果として補助金の過大交付の状況が生じることとなり、最終的に補助金返還手続きが生じる

こととなること。 



 

≪参考１：証ひょう書類について≫ 

○ 基本は、見積書、納品書、請求書及び領収書を添付すること。 

○ 領収書がレシート型である場合、「品代」・「○○他代」のみ記載されている場合は、商品名等が記載

された明細書を添付すること。 

 

 

≪参考２：補助対象外経費の例（平成 30年度の学校法人実地検査で指摘した事例等から）≫ 

○ 備品購入費 

○ 地域子育て支援拠点事業で使用する物品購入費 

○ 教育支援体制整備事業（幼児教育の質の向上のための緊急環境整備）の対象である教具等購入費 

○ 法人会計で処理されない収入（父母会等）により一部または全部が充当される経費 

○ 園児以外の者（保護者等）に係る飲食代 

○ 広告宣伝に係る経費（PR用物品代、CM料）等 

○ 報償費（講師等への謝礼）としてのアルコール類。（※謝礼を菓子折や商品券等で代用する場合は、

経理規程等で定められた金額相当分とすること。） 

 

 

 

〔担当〕私学振興担当 半田 

 TEL：019-629-5041 

 FAX：019-629-5049 
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